
平成 22 年度

平成 33 年度

【局評価】 【財務局評価】

どのような課題や問題点があったか 財務局として、成果や課題などについて、どう考えたか

根拠法令等

　
局として、事業をどうしていきたいか

29年度予算で、どのように対応したか

千円

千円 千円

千円 千円

事業評価票

224
自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の交番への設置 事 業 開 始

（警視庁地域部／一般会計） 事 業 終 期

１ どのような経緯で事業を始めたか、何を目指すのか ３ ５

○　ＡＥＤの使用は医師・救急救命士・飛行機の客室
　乗務員のみに認められていたものが、平成16年６月
　以降、一般市民の使用が認められ、都内においても
　公共施設や駅・空港・病院への設置が始まった。

○　地域住民からの「安全・安心の拠り所」となる交
　番へのＡＥＤ設置希望を勘案し、ＡＥＤによる緊急
　的な救命行為を「警察活動のひとつ」と捉え、22年
　度に全交番等への設置を行った。

○　引き続き交番・駐在所等にＡＥＤを設置し、必要
　な事案に即応して早期の救命措置を行えるようにす
　る。

○　ＡＥＤを使用した場合、電極パッドの交換が必要と
　なり、また、収納ボックス乾電池の消耗品経費が毎年
　度必要となる。

○　電極パッドの耐用年数は２年、バッテリーの耐用年
　数は４年であり、それぞれ耐用年数到来時に一斉交換
　が必要となる。

○　上記の理由から、各年度の補充分に加え、２年目及
　び４年目での消耗品交換、保守管理、メーカー修繕保
　証終了による修繕費の発生など業務が煩雑になってい
　る。

○　都民の安心・安全に寄与する事業であるため、引き続
　きＡＥＤを交番等に設置していく必要性は認められる
　が、消耗品の耐用年数が短いこと、設置箇所が多いこと
　から、維持管理コストの低減に努めていく必要がある。

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了 その他○　平成23年１月に、全ての交番、地区交番、駐在
　所、警備派出所、地域安全センター（当時1,195か
　所）への設置を完了した。

○　要救護者の救命活動に警察官及び一般市民が活用
　している。

その他

○　リース契約には、消耗品定期交換等の保守経費が含ま
　れており、安定的に維持管理業務を遂行できるととも
　に、経費の総額が購入よりも経済的であることから、見
　積額のとおり計上する。

歳
入

27年度決算額

２ どのように取り組み、どのような成果があったか ４

－ 

○　設置時は購入していたものを、今後はリース契約
　（保守含む）に見直すことで、速やかに消耗品の定期
　交換、補充、機器の修繕などの保守管理業務を行う。

○　また、リース契約により、経費の縮減を図る。

６

拡大・充実 見直し・再構築 移管・終了

29年度見積額 － 29年度見積額 35,507 千円

歳
出

27年度決算額 801 千円

28年度予算額 － 28年度予算額 31,158 千円

35,507 

歳入 29年度予算額 － 

歳出 29年度予算額

○更新・維持管理経費の比較
（単位：千円）

購入契約 リース契約 増△減
326,748 289,291 △37,457 

 ※５年間の総費用


	再修正

